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１ 臨時的任用職員の給与

①給料月額

給料月額は「最終学歴」と「経験年数」で決定

■新卒者の初任給 ※教諭の場合

短大卒 181,800円 (小中学校は184,400円)
大学卒 207,400円
修士課程修了 228,100円

■卒業後、職務経験を経て任用された場合

⇒卒業後の職歴等を加味し、給料月額を決定
経験年数が長くなるほど、決定される給料月額も高くなる

【参考】沖縄県職員（上級行政職）の初任給：185,200円



手当名 支給対象 支給額

扶養手当
配偶者、満22歳までの子、60
歳以上の父母等扶養親族のあ
る職員

子一人につき10,000円
子以外6,500円

通勤手当

通勤のため、バス・モノレー
ル等交通機関を利用し運賃を
負担している職員
自家用車等を使用している職
員

交通機関：運賃相当額
自家用車等：通勤距離
に応じ2,300円～40,000
円

住居手当 居住するための住居を借り受
け、家賃を負担している職員

28,000円を上限とし、
家賃の1/2程度

単身赴任手当 人事異動等に伴い転居し、や
むを得ない事情により配偶者
と別居した職員

職員と配偶者住居の距
離に応じ、38,000～
100,000円

１ 臨時的任用職員の給与

②手 当



手当名 支給対象 支給額

教職調整額 公立小学校、中学校、高等学
校、特別支援学校の教育職員

給料月額×４％

給料の調整額 特別支援学校に勤務する職員
及び市町村立小中学校の特別
支援学級等を担当する職員

8,400～13,100円

義務教育等教員
特別手当

公立の小学校、中学校、高等
学校、特別支援学校に勤務す
る校長及び教員

2,000～8,000円

定時制通信教育
手当

定時制又は通信制の高等学校
に勤務する職員

給料月額×２～６％

産業教育手当 実習を伴う農業、水産、工業、
電波または商船に関する科目
を主として担当する教諭等

給料月額×４～６％



手当名 支給対象 支給額

期末手当
勤勉手当

6月1日及び12月1日に在職する
職員

年間4.40月分

へき地手当
へき地手当に準ずる手当

交通条件及び自然的、経済的、
文化的諸条件に恵まれない地
域に所在する小学校、中学校
に勤務する職員

給料月額×８～25％
（準ずる手当４％）

特地勤務手当
特地手当に準ずる手当

離島その他の生活の著しく不
便な地に勤務する職員

基礎額×4～25％
（準ずる手当２~６％）

宿日直手当 宿日直勤務又は日直勤務を命
ぜられた職員

勤務1回7,400円
※5時間未満は半額

特殊勤務手当 ①修学旅行等の引率
②土日祝祭日の部活動
③宿泊を伴う運動競技等の引
率
④非常災害発生時等緊急に行
う業務等

①1日5,100円
②1日2,700円
③1日5,100円
④1日7,500～8,000円



＜事例１＞Ａさん 県立高等学校に任用

・4年制大学卒業後、民間企業で10年間勤務
・通勤に自家用車を使用し、通勤距離3.5㎞
・配偶者と、子供2人を扶養
・アパートに居住し、毎月6万円の家賃を支払っている

給料月額 ２６６，６００円
教職調整額 １０，６６４円
義務教育等教員特別手当 ３，５００円
通勤手当 ２，３００円
扶養手当 ２６，５００円
住居手当 ２７，５００円

合 計 ３３７，０６４円

年収額 ４，８７９，５２６円



＜事例２＞ Ｂさん 久米島の中学校に任用

・4年制大学卒業後、民間企業で20年間勤務
・那覇市から久米島へ住居を移転
・通勤は徒歩
・アパートに居住し、毎月５万円の家賃を支払っている

給料月額 ３１７，３００円
教職調整額 １２，６９２円
義務教育等教員特別手当 ４，８００円
通勤手当 ０円
住居手当 ２２，５００円
へき地手当 ５２，７９８円
へき地手当に準ずる手当 １３，１９９円

合 計 ４２３，２８９円
年収額 ６，０２２，７４９円

その他、採用や異動に伴って住居の移転があった職員へは赴任旅費
を支給。 今回の例では、約 １００，０００円
※移動距離や扶養親族の有無により異なる



＜事例３＞ Ｃさん 小学校に任用（2年目）特別支援学級担当

・4年制大学卒業、アルバイトで10年間、民間企業で9年間勤務
後、小学校で臨時的任用職員として1年勤務
・バス通勤（片道300円 3ヶ月定期35,910円）
・持ち家に居住

給料月額 ２９８，９００円
教職調整額 １１，９５６円
義務教育等教員特別手当 ４，３００円
給料の調整額 １１，０００円
通勤手当 ３５，９１０円※3ヶ月に1回支給
住居手当 ０円

合 計 ３６２，０６６円
年収額 ５，４２３，７２２円

【参考】 Ｒ３年度 平均年収額 ４，５５２，１１９円



２ 退職手当

退職手当額＝「給料の月額」×「支給割合」

・給料の月額：給料月額、教職調整額、給料の調整額の合計額

・支給割合：勤続年数、退職理由ごとに定める率

＜例＞事例１ Ａさんが退職した場合（1年勤務）

（266,600＋10,664）×0.5022＝139,241円

＜例＞事例３ Ｃさんが退職した場合(２年勤務）

（298,900＋11,956＋11,000）×(0.5022×2年）＝323,272円



３ 社会保険について

■公立学校共済組合（短期組合員）に加入

■年金は厚生年金（日本年金機構）

※2ヶ月以下の場合は国民健康保険・国民年金へ加入

■退職手当対象外の方は雇用保険に加入

■保険料額＝「標準報酬月額」×「保険料率」

（参考）R5年度保険料率
健康保険 4.801％
厚生年金 9.150％
介護保険 0.80％



４ 勤務時間・休暇

勤務時間 1日7時間45分 週38時間45分

週休日 土曜日、日曜日 ※学校行事により振替あり

休日 ①国民の祝日に関する法律に規定する休日
②12月29日から翌年1月3日
③6月23日(慰霊の日）

○ 勤務時間等

年次休暇 1年につき20日

夏季休暇 5月から11月までの間で5日

旧盆休暇 旧盆該当日のうち1日間

子の看護休暇 １暦年で5日（2人以上は10日）

慶弔休暇 ・親族が死亡した場合 1日～10日
・結婚する場合 5日以内

○ 主な休暇(有給）



休暇の種類 内容等 付与日数

年次休暇 20日

公傷休暇 公務災害と認定され、療養する場合 必要と認められる期間

療養休暇 結核性疾病により療養する場合 １年以内

病気休暇

公務によらない負傷または疾病により療養する場合 90日以内

妊娠に起因する疾病により療養する場合 120日以内

精神性疾患により療養する場合 180日以内

生理休暇
勤務が著しく困難な女性職員又は生理に有害な業務に従事する
女性職員

必要と認められる期間

産前休暇
産後休暇

出産のため 産前８週間（多胎14週）産後
８週間

慶弔休暇
親族の忌引、祭祀 １日～10日

結婚 ５日

特別休暇

感染症の予防等による交通制限又は遮断 発生している期間

風水震火災等による交通遮断 発生している期間

風水震火災等による職員の現住所滅失又は破壊 15日以内

交通機関の事故等の不可抗力の事故 発生している期間

業務又は事業の全部又は一部休止
（台風の来襲等による事故発生の防止のための措置含む）

発生している期間

証人等として裁判所、議会、官公署等へ出頭 必要と認める日又は時間

選挙権その他公民権の行使 必要と認める日又は時間

有給休暇の概要



休暇の種類 内容等 付与日数

特別休暇

育児休暇（生後1年に満たない生児を育てる場合）
１日２回各30分以上60分以
内（合計90分以内）又は１
日１回まとめて90分

妊娠通勤緩和休暇
１日１時間以内で始業又は終
業の必要時間

育児参加休暇 産前産後期間中５日以内

子の看護休暇（中学校就学の始期に達するまで）
１暦年５日（子が２人以上は
10日）

夏季休暇
５月から11月までの期間に
５日間

短期介護休暇
１暦年５日（対象家族が２人
以上は10日）

出生サポート休暇
１暦年５日（体外受精等の場
合は10日）

旧盆休暇 旧盆該当日のうち１日間

配偶者の出産補助休暇
出産前後10日以内において
３日以内

妊娠障害休暇（つわり等の障害により勤務することが困難） 妊娠期間中に７日以内

健康診査、保健指導休暇（妊娠中及び出産後の健康診査又は保健指
導）

必要と認められる時間

子供の予防接種 １日

風水震火災等による住居滅失・破壊等の復旧作業 本人住居10日以内、家族住居
５日以内

骨髄移植の登録等のための休暇 必要と認められる期間

ボランティア休暇 １暦年で日

有給休暇の概要



５ 非常勤講師について

報酬額＝「1時間当たりの報酬額」×「月の勤務時間数」

■1時間当たりの報酬額は、学歴、経験年数にかかわらず、2,800円

■通勤のため交通機関、自家用車等を使用している場合は、１日当たり
の通勤費用相当額を支給

＜例＞週12時間勤務の場合(週３日 通勤片道7㎞）

報酬額 2,800円×12時間×4週間＝134,000円

通勤費用相当額 260円×3日×4週間＝3,120円 合計 137,120円


